
別表 

1 文化体育ホール利用料金 

(1) 文化ホールとして利用する以外の場合 

(単位 円) 

 

区分 1時間当たりの料金 

午前9時から午後5

時まで 
午後5時から午後9

時30分まで 

アマチュアスポー

ツに利用する場合 
全部利用 第1体育室 1,800 2,000 

延長については、30分単位とし、上記料金の60パーセントとする。

また、特別点灯の場合は、上記料金に500円を加算する。 

入場料等を徴収する場合は、上記金額に入場料等の最高額に70を

乗じた額を加算するものとする。 

一部利用 バレーボールコート1面 900 1,000 

バスケットボールコート1

面 
900 1,000 

バドミントンコート1面 200 250 

延長については、30分単位とし、上記料金の60パーセントとする。 

上記以外のスポーツに使用する場合は、その占有面積を上記区分

に準用するものとする。 

アマチュアスポー

ツ以外に利用する

場合 

全部利用 第1体育館 18,000 

入場料を徴収する場合は、上記金額に入場料等の最高額に100を

乗じた額を加算するものとする。 

入場料等は徴収しないが、物品等の販売等営利事業に利用する場

合は、上記金額の10％増とする。 

会議、研修等に利用

する場合 
会議室 250 400 

個人利用の場合 第1体育室 1回券 一般 100 

高校生以下 無料 

回数券(11回券) 1,000 

走路 無料 

付属設備の利用 実費を勘案して町長が定める額 

 

備考 利用時間1時間未満の端数は、1時間として計算する。 



(2) 文化ホールとして利用する場合 

(単位 円) 

 

施設名 1回利用当たりの料金 

午前9時から午後1

時まで 
午後1時から午後5

時まで 
午後5時から午後9

時30分まで 
午前9時から午後9

時30分まで 

第1体育室、舞台 32,000 32,000 34,000 88,000 

控室1 1,200 1,200 1,400 3,400 

控室2 1,200 1,200 1,400 3,400 

ギャラリー 600 600 700 1,700 

練習等のため舞台を利用する場合の料金は、所定の利用料金の50パーセントに相当する額を減ずるものと

する。 

入場料等を徴収する場合は、次の区分(入場料が2種類以上ある場合には、最高額とする。)により利用料

金を加算するものとする。 

1 入場料等が1,000円以上2,000円未満のときは、所定利用料金の30パーセントに相当する額 

2 入場料等が2,000円以上3,000円未満のときは、所定利用料金の50パーセントに相当する額 

3 入場料等が3,000円以上のときは、所定利用料金の80パーセントに相当する額 

付属設備の利用 実費を勘案して町長が定める額 

 

2 体育ホール利用料金 

(単位 円) 

 

区分 1時間当たりの料金 

午前9時から午後5

時まで 
午後5時から午後9

時30分まで 

アマチュアスポー

ツに利用する場合 
全部利用 第2体育室 1,000 1,200 

格技室 800 900 

卓球室 800 900 

トレーニング室 500 600 

延長については、30分単位とし、上記料金の60パーセントとする。 

入場料等を徴収する場合は、上記金額に入場料等の最高額に70を

乗じた額を加算するものとする。 

一部利用 バレーボールコート1面 500 600 

バスケットボールコート1

面 
500 600 

テニスコート1面 500 600 

バドミントンコート1面 150 200 

格技室半面 400 450 

卓球室1台 150 150 

延長については、30分単位とし、上記料金の60パーセントとする。 

上記以外のスポーツに使用する場合は、その占有面積を上記区分

に準用するものとする。 



アマチュアスポー

ツ以外に利用する

場合 

全部利用 第2体育室 10,000 

格技室 7,000 

卓球室 7,000 

トレーニング室 7,000 

入場料を徴収する場合は、上記金額に入場料等の最高額に100を

乗じた額を加算するものとする。 

入場料等は徴収しないが、物品等の販売等営利事業に利用する場

合は、上記金額の10パーセント増とする。 

会議、研修等に利用

する場合 
研修室 250 400 

小会議室 200 300 

個人利用の場合 第2体育室 1回券 一般 100 

高校生以下 無料 

回数券(11回券) 1,000 

走路 無料 

 

備考 利用時間1時間未満の端数は、1時間として計算する。 

3 グランド照明の利用料金 

(単位 円) 

 

区分 単位 金額 

全灯利用 1回(2時間以内) 7,000 

半灯利用 1回(2時間以内) 4,000 

 

4 テニスコートの利用料金 

(単位 円) 

 

区分 単位 金額 

小学生 

中学生 

高校生 

1人1時間 100 

1人1日 600 

一般 1人1時間 200 

1人1日 1,200 

1コート 1時間 400 

1日 2,400 

全コート 1時間 2,400 

1日 14,400 

夜間利

用 
照明利用 1コート 1時間 500 

コート利用 1コート 1時間 400 

4コート 1時間 1,200 

備考 朝日町に居住する者で、高校生以上は上記金額の2分の1の額とし、小学生、中学生は無料とする。 

 



5 多目的広場の利用料金 

(単位 円) 

 

区分 単位 金額 

全面使用 1時間 1,000 

半面使用 1時間 500 

備考 朝日町に居住する者で、高校生以上は上記金額の2分の1の額とし、小学生、中学生は無料とする。 

 


